
〈商品説明書〉 シンプルローン　 高知銀行
（平成23年6月1日現在）

● お借入時の年齢が満２０才以上６５才以下の方

● 継続して安定した収入がある方

＊配偶者の方の年収を合算することができます。

● 勤続年数１年以上または営業年数３年以上の方

● 四国総合信用（株）の保証を得られる方

● 四国総合信用㈱保証付無担保ローンの借入総額が年収の100%以内の方

自由

ただし事業資金、ギャンブル、投機的資金、旧債返済にはお使いいただけません。

１０万円以上３００万円以内　（1万円単位）

＊年収の５０％以内とさせていただきます。

７年以内　（６カ月単位）

当行所定の利率　　〔固定金利〕

＊現在のご融資利率やご返済額の試算については窓口にお問い合わせください。

お取引の内容により、融資利率を最高３.０％引下げさせていただきます。

引　　下　　げ　　項　　目 引下げ幅

5万円超の給与振込、または年金振込のいずれかをご契約の方 2.0%

公共料金、税金、国保、新聞の自動振替を3項目以上ご契約の方 0.4%

定期積金または積立定期を毎月1万円以上ご契約、財形積立をご契約
または定期預金(積立定期を含む)30万円以上のいずれかをご契約の方

住宅ローン、住活ローン、住宅金融支援機構のいずれかの自動振替をご契約の方 0.5%

高知カードのＪＣＢ、ＶＩＳＡいずれかの自動振替をご利用いただき、実績のある方 0.2%

元利均等毎月返済

＊ご融資金額の５０％以内で、６カ月毎のボーナス月増額返済併用もできます。

原則として不要です。　

ただし、配偶者の方の年収を合算する場合は配偶者の方に連帯保証人となっていただきます。

不要

融資金利に含まれています。

＊

「確認資料は各々いずれか1つをご用意ください」

● ご本人を確認できる資料

運転免許証・住民基本台帳カード（顔写真付）・パスポート・住民票・健康保険証・印鑑証明書等
● 収入を確認できる資料

所得証明書・源泉徴収票・給与証明書等
● お使いみちを確認できる資料

見積書・注文書・請負契約書等

ただし、取扱店で資金使途の確認できる場合には必要ありません。
● ご印鑑

預金届出のご印鑑
（実印によるお取引をお願いする場合もあります。この場合、印鑑証明書が必要となります）

一般社団法人全国銀行協会

連絡先　全国銀行協会相談室

電話番号　0570-017109または03-5252-3772
●

● くわしくは窓口へご相談ください。
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当行が契約している
指定紛争解決機関

そ の 他

こうぎんシンプルローン　　　　　〔四国総合信用㈱　保証付〕

お支払いいただく金利の中から当行が保証会社へ支払いますので、別途お支払いいただく必要はありません。

お申込に際しては当行所定の審査をさせていただきます。審査結果によっては、ご希望に添えない場合
もございます。なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
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